
   

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関する事務処理要領 

（平成 29 年 10 月 25 日都市整備局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平

成 19 年法律第 112 号。以下「法」という。）第４章に規定する住宅確保要配慮者円滑入

居賃貸住宅事業に関する事務処理について，法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29 年国土交通省令第 63 号。以下「省令」と

いう。）定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語は，法及び省令において使用する用語の例による。 

（登録通知等） 

第３条 法第10条第３項の通知は，住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書（様

式第１号）により行うものとする。 

２ 法第 10 条第４項の通知は，住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録基準に適合

しない旨の通知書（様式第２号）により行うものとする。 

３ 法第 11 条第２項の通知は，住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を拒否した

旨の通知書（様式第３号）により行うものとする。 

４ 前各項の規定により行う通知に要する標準処理期間は，７日とする。 

（登録簿の閲覧） 

第４条 市長は，法第 13 条の規定により登録簿を一般の閲覧に供するものとし，登録簿の

閲覧を求められた場合は，都市整備局住宅政策部住宅政策課内において当該登録簿を閲

覧させるものとする。 

（廃止の届出） 

第５条 法第 14 条第 1 項の規定による登録事業の廃止の届出は，住宅確保要配慮者円滑入

居賃貸住宅事業廃止届出書（様式第４号）により行うものとする。 

（報告の徴収） 

第６条 市長は，法第 22 条第 1 項の規定により登録事業者に報告を求める場合は，住宅確

保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の管理状況に関する報告を求める通知書（様式第５号）

により，その登録事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により市長から報告を求められた登録事業者は，住宅確保要配慮者円滑入

居賃貸住宅事業の管理状況に関する報告書（様式第６号）を市長に提出して報告するも

のとする。 

（指示） 

第７条 法第 23 条第１項の指示は、登録事項訂正指示書（様式第７号）により行う。 

２ 法第 23 条第２項の指示は、登録事業改善措置指示書（様式第８号）により行う。 



   

３ 法第 23 条第３項の指示は、登録事業是正措置指示書（様式第９号）により行う。 

（登録の取消し及び抹消） 

第８条 法第 24 条第３項の通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録取消通知

書（様式第 10 号）により行う。 

（台帳） 

第９条 市長は，第 3 条から前条までの事務処理の経過等について，台帳を整備し，記録

し，及び保存して，常に明らかにしておかなければならない。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか，住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関し，

必要な事項は都市整備局公共建築住宅部長が別に定める。 

附 則 

本要領は，平成 29 年 10 月 25 日から実施する。 

  附 則（平成 31 年 4 月 26 日改正） 

この改正は、令和元年 5 月 1 日から実施する。 

  附 則（令和元年 8 月 19 日改正） 

この改正は、令和元年 8 月 19 日から実施する。 

附 則（令和 3 年 3 月 25 日改正） 

（実施期日） 

1 この改正は、令和 4 年 4 月 1 日から実施する。 

（経過措置） 

2 この改正の施行の際現にあるこの改正による改正前の様式による用紙については、当 

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和 4 年 3 月 8 日改正） 

この改正は、令和 4 年 4 月 1 日から実施する。 


